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１ 差別的取扱いに類する規制 

○電気事業法（間接罰*） 

禁止規定

第十九条 

５ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一

般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 

一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関

する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 

三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

罰則規定

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第五項、第十六条の三第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）、第十九条第五項若しくは第八

項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四

条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項（第二十四条の七において準用する場合を含む。）、第二十六

条第二項、第二十九条第四項、第三十条、第三十一条第一項、第五十七条第三項又は第九十二条第二項の規定による

命令に違反した者 
* 違反者に対して行政庁が是正や中止のための命令等を行った上で、これらに従わない場合に罰則が適用になる旨の規定を置く方式 

２ ぎまん的顧客誘引及び不当な利益による顧客誘引に類する規制 

○不当景品類及び不当表示防止法 

第三条  公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総

額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 

禁止規定

第四条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示

し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことによ

り、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係る

ものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻

害するおそれがあると認められる表示 

三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表

示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの 

２  公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事

業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合に

おいて、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該表示は同号

に該当する表示とみなす。 
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○不正競争防止法（直罰**） 

禁止規定

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造

方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はそ

の表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくはその

表示をして役務を提供する行為 

罰則規定

第十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 

一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者 

二 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造

方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者

（前号に掲げる者を除く。） 
** 違反行為があった場合に直ちに罰則が適用になる旨の規定を置く方式 

 

○薬事法(直罰) 

禁止規定

第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的である

と暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 

２ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したもの

と誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 

罰則規定
第八十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者 

 

○特定商取引に関する法律（直罰） 

第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供

条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該

権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の経済産業省令で定める事項について、著しく

事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表

示をしてはならない。 

禁止規定

第三十六条 統括者、勧誘者又は連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につい

て広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しく

は品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、

当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は

実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 
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第四十三条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役

務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業

省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有

利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 

第五十四条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするとき

は、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の経済産業省

令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有

利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 

罰則規定
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 

三 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のも

のよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者 

 

○証券取引法（直罰） 

禁止規定

第四十二条の二  証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一  有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める

取引を除く。）又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証

券店頭デリバティブ取引（以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。）につき、当該有価

証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取

引（以下この条において「有価証券等」という。）について顧客（信託会社等が、信託契約に基づいて信託をす

る者の計算において、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行う場

合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第六十五条の二第六項において同じ。）に損失が生ず

ることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又

は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその

指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為 

二  有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若

しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の

利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申

し込ませ、若しくは約束させる行為 

罰則規定

第百九十八条の三  第四十二条の二第一項（第六十五条の二第六項及び第六十六条の十四において準用する場合を含む。）の

規定に違反した場合においては、その行為をした証券会社、金融機関若しくは証券仲介業者の代表者、代理

人、使用人その他の従業者又は証券仲介業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。 
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第二百条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

十四  第四十二条の二第二項（第六十五条の二第六項及び第六十六条の十四において準用する場合を含む。）の規定に違

反した者 

 

３ 優越的地位の濫用に類する規制 

○下請代金支払遅延等防止法（行政上の措置） 

禁止規定

第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場合にあつては、第一号及

び第四号を除く。）に掲げる行為をしてはならない。 

一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。 

二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 

四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き

取らせること。 

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を

不当に定めること。 

六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自

己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 

七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場

合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中

小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱い

をすること。 

措置規定

第七条  公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる行為をしていると認めるときは、そ

の親事業者に対し、速やかにその下請事業者の給付を受領し、その下請代金若しくはその下請代金及び第四条の二の規定

による遅延利息を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものと

する。 

２  公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第三号から第六号までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事

業者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を

引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 

３  公正取引委員会は、親事業者について第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その親

事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。 

 


